


1.事業概要 

１－６ 補助対象設備 

１～５の共通要件  （下記１～５の再生可能エネルギー熱利用設備が対象） 

熱を利用する区域・用途に占める再生熱の割合（再エネ率）が１０％ 以上、 
又は再生熱の年間総発熱量２００ＧＪ 以上 

 
 
 
 
 
Ａ：再生可能エネルギー熱利用設備から、再生熱を利用する区域・用途に供給される年間総発熱量（GJ） 
  （再生可能エネルギー熱利用設備を複数導入する場合は、その合計） 
Ｂ：再生熱を利用する区域・用途で必要とされる年間熱量（GJ） 

再エネ率＝ 
Ａ 

×１００ 
Ｂ 

１．太陽熱利用 

① 集熱器総面積１０㎡  以上  
 
※太陽集熱器は、ＪＩＳ Ａ ４１１２で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するものとする。  
※集熱器総面積は、ＪＩＳ Ａ ４１１２で規定する太陽集熱器の集熱器総面積とし、 

    ㎡単位の小数点以下切捨てとする。追尾式の集光型太陽集熱器の集熱器総面積は、 
    太陽集熱器本体の垂直投影面積の総和とする。  

 
② 建設単価（※）が１，０００，０００円／ｋＷ 以下 

 
※建設単価とは、補助対象経費の額（円）を熱供給能力（ｋＷ）で除した値。 
  複数年度事業の補助対象経費の額（円）は、各年度の補助対象経費の合計とする。 

２．温度差エネルギー利用 
海水、河川水、下水（温泉等の温廃水含む）等の 
水を熱源とするもの 

熱供給能力２８ｋＷ（０．１０ＧＪ／ｈ） 以上 

３．雪氷熱利用 
雪又は氷（冷凍機を用いて生産したものを除く）を 
熱源とするもの 

冷気、冷水の流量を調節する機能を有する雪室・氷室に限る 
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４．地中熱利用 

① 暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を調節する機能を有する設備に限る 
 

② 建設単価（※）が以下表の基準値以下 
 

                                      単位（円／ｋW） 
 
 
 
 
 
 
 

 
※建設単価とは、補助対象経費の額（円）を熱供給能力（ｋＷ）で除した値。 
  複数年度事業の補助対象経費の額（円）は、各年度の補助対象経費の合計とする。 
 

③ ヒートポンプを設置する場合、熱供給能力１０ｋＷ 以上 
   （連結方式の場合は、設備全体の合算値） 

５．バイオマス熱利用 
バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として
利用することができるもの 
（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。） 

① バイオマス依存率 ６０％ 以上 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ａ：バイオマス利用量（ｋｇ／ｈ）             Ｂ：バイオマス低位発熱量（ＭＪ／ｋｇ） 
Ｃ：非バイオマス利用量（ｋｇ／ｈ）            Ｄ：非バイオマス低位発熱量（ＭＪ／ｋｇ） 
 
※バイオマス排水、家畜糞尿、食品残渣等のみを原料にする場合は、バイオマス依存率を１００％とする。 
 

 

② 熱供給能力１１１ｋＷ（０．４０ＧＪ／ｈ） 以上 
   （離島地域、へき地及び福島県に導入する場合は、要件なし） 

 
 
※ バイオマスコージェネレーション（熱電併給）設備を導入する場合、発電設備（専用部分）は環境省の

「平成３０年度 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業」の対象となるため、本事業の補助対
象経費に含めないこと。 

※ 副燃料として化石燃料（石油、石炭等）を常時使用することを前提とするものは対象としない。 
   常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下  
    に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。 
※ 離島地域については、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸  

島振興開発特別措置法で規定する地域。へき地については、過疎地域自立促進特別措置法で規定す
る地域。 

ヒートポンプ設置有無 

無し 有り 

削井工事 

の有無 

無し 

（既設井戸等を利用） 
３００，０００ ８００，０００ 

有り １，３００，０００ １，８００，０００ 

バイオマス依存率＝ 
バイオマス（燃料）の発熱量の総和 

×１００ 
バイオマス発熱量の総和+非バイオマス発熱量の総和 

バイオマス依存率＝ 

Σ（An×Bn） 
         n=1,2,3・・・ 

×１００ 
Σ（An×Bn）+Σ（Cm×Dm） 

    n=1,2,3・・・         m=1,2,3・・・ 
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６．バイオマス燃料製造 
バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源とし
て利用することができるもの 
（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。） 

① バイオマス依存率６０％ 以上  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｅ：バイオマス利用量（Ｎ㎥／ｈ又はｋｇ／ｈ）    Ｆ：バイオマス低位発熱量（ＭＪ／Ｎ㎥又はＭＪ／ｋｇ） 
Ｇ：非バイオマス利用量（Ｎ㎥／ｈ又はｋｇ／ｈ）   Ｈ：非バイオマス低位発熱量（ＭＪ／Ｎ㎥又はＭＪ／ｋｇ） 

 
※ バイオマス排水、家畜糞尿、食品残渣等のみを原料にする場合は バイオマス依存率を１００％とする。 
※ メタン発酵方式の場合は発酵槽へ投じられるものをバイオマス原料とする。 

 

② 製造量及び低位発熱量 
   （離島地域、へき地及び福島県に導入する場合は、要件なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
※ 製造されたバイオマス燃料は、原則として全量が発電又は熱利用されるものであること。                    

但し、固定価格買取制度の認定を受けた発電設備の燃料として使用しないこと。 
※ 離島地域については、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸

島振興開発特別措置法で規定する地域。へき地については、過疎地域自立促進特別措置法で規定す
る地域。 

バイオマス依存率＝ 
バイオマス（原料）の発熱量の総和 

×１００ 
バイオマス発熱量の総和+非バイオマス発熱量の総和 

バイオマス依存率＝ 

Σ（En×Fn） 
                  n=1,2,3・・・ 

×１００ 
Σ（En×Fn）+Σ（Gm×Hm） 

    n=1,2,3・・・         m=1,2,3・・・ 

【メタン発酵方式】  

・ ガ ス 製 造 量 ： 
・ 低 位 発 熱 量 ： 

１００ Ｎ㎥／日以上  
１８．８４ ＭＪ／Ｎ㎥ （４，５００ｋｃａｌ／Ｎ㎥）以上  

【メタン発酵方式以外】  

・ 製 造 量 ： 固 形 化 
液 化 
ガ ス 化 

１５０ｋｇ／日以上  
１００ｋｇ／日以上  
４５０Ｎ㎥／日以上  

・低位発熱量： 固 形 化 
液 化 
ガ ス 化 

１２．５６ＭＪ／ｋｇ（３，０００ｋｃａｌ／ｋｇ）以上  
１６．７５ＭＪ／ｋｇ（４，０００ｋｃａｌ／ｋｇ）以上  
４．１９ＭＪ／Ｎ㎥ （１，０００ｋｃａｌ／Ｎ㎥）以上  




